
【写真】登別市立登別温泉小学校開校１００周年記念式典（１０月１５日【写真】登別市立登別温泉小学校開校１００周年記念式典（１０月１５日��・登別温泉小学校）・登別温泉小学校）
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まちの財政、１０年間の推移まちの財政、１０年間の推移
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〜
少
子
・
高
齢
社
会
の
影
響
〜
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１０，０００

２０，０００

３０，０００

４０，０００

５０，０００

６０，０００

総人口

５６,５１５
５３,６２２

８,０３５
６,５５７

３８,９２８
３３,９３７

９,５５２
１３,１２８

０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上
※各年度３月末現在の住民基本台帳人口

平成８年度

平成１７年度

人
口
が
減
少
し
、

ま
ち
の
活
力
に
影
響
が

は
じ
め
に

特集　登別市財政公表

まちの財政、１０年間の推移

地方分権の進展や少子・高齢社会
を迎えるなど、社会が大きな転換期
にある中、市の財政はかつてない厳
しい状況にあります。
今月号では、市の財政状況につい
て、より理解を深めていただくため、
この１０年間（平成８年度～１７年度）
の財政状況の推移などをお知らせし
ます。

平成８年度

会計別歳出決算額

一般会計
２１４.４

特別会計
１３４.７

水道事業会計　１４.０

一般会計
２２０.４

特別会計
１８２.０

水道事業会計　１４.１

（単位：億円）

平成１７年度 （単位：億円）

決算総額
３６３.１

決算総額
４１６.５

【グラフ①】年齢別人口の推移
（人）
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０.０

５０.０

１００.０

１５０.０

２００.０

２５０.０

３００.０

３５０.０

４００.０

４５０.０
（億円）

２１４.４２１４.４

１３４.７１３４.７

１４.０１４.０

２３２.０２３２.０

１３５.５１３５.５

１８.２１８.２

２６１.０２６１.０

１４２.９１４２.９

１７.６１７.６

２４３.７２４３.７

１４９.８１４９.８

１６.９１６.９

２１７.４２１７.４

１６３.７１６３.７

１６.２１６.２

２１５.２２１５.２

１７４.９１７４.９

１４.７１４.７

２１４.２２１４.２

１８１.７１８１.７

１６.１１６.１

２４０.５２４０.５

１８４.６１８４.６

１６.０１６.０

２１７.５２１７.５

１７７.６１７７.６

１４.７１４.７

２２０.４２２０.４

１８２.０１８２.０

１４.１１４.１

H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

一般会計 特別会計 水道事業会計
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２０.０

４０.０

６０.０

８０.０

１００.０

１２０.０

１４０.０

１６０.０

１８０.０
（億円）

H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

４６.０４６.０

４.０４.０

２８.２２８.２

５６.５５６.５

４５.５４５.５

４.１４.１

２６.８２６.８

５９.１５９.１

４４.３４４.３

３.９３.９

３１.６３１.６

６３.１６３.１

４４.２４４.２

３.６３.６

３４.５３４.５

６７.２６７.２

０.３０.３

４４.９４４.９

３.７３.７

３６.５３６.５

６０.４６０.４

０.３０.３

１７.９１７.９

４６.７４６.７

３.７３.７

３９.３３９.３

６３.４６３.４

０.３０.３

２１.５２１.５

４６.８４６.８

３.６３.６

４４.４４４.４

６４.６６４.６

０.３０.３

２２.０２２.０

４９.７４９.７

３.４３.４

４１.２４１.２

６６.８６６.８

０.５０.５

２３.０２３.０

５２.２５２.２

３.３３.３

３２.８３２.８

６４.６６４.６

０.４０.４

２４.３２４.３

５７.２５７.２

３.３３.３

２８.７２８.７

６７.８６７.８

０.５０.５

２４.５２４.５

国民健康
保険

学校給食
事業

公共下水
道事業

老人保健

簡易水道
事業

介護保険

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
	

��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
��

�
�

��

��

�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

��

�
�
�

膨
ら
み
続
け
る
扶
助
費
と
公
債
費
。

人
件
費
は
大
き
く
減
少

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�


�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

１２０.０
（億円）

１００.０

８０.０

６０.０

４０.０

２０.０

０.０
H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

５１.９５１.９

２５.４２５.４

１８.０１８.０

４９.１４９.１

２６.８２６.８

１９.４１９.４

４９.３４９.３

２８.３２８.３

２０.８２０.８

４９.０４９.０

３０.６３０.６

２１.３２１.３

５０.８５０.８

２７.８２７.８

２２.１２２.１

４９.９４９.９

２９.３２９.３

２３.７２３.７

４７.０４７.０

３０.３３０.３

２７.２２７.２

４６.０４６.０

３４.１３４.１

２８.６２８.６

４４.７４４.７

３６.０３６.０

２９.４２９.４

４２.３４２.３

３６.０３６.０

３０.３３０.３

公債費

扶助費

人件費

①三位一体の改革
国庫補助負担金の改革、税源

委譲を含む税源配分の見直し、
地方交付税の改革の３つを同時
かつ一体的に行おうとする地方
税財政制度の改革。

②扶助費
社会保障制度の一環として、

児童、老人、生活困窮者を援助
するための経費。

③公債費
地方公共団体が借り入れた地

方債の元利償還金と一時借入金
の利子の合計。

④普通会計
地方財政統計上、統一的に用

いられる仮想の会計。地方公共
団体の財政の規模は、個々の団
体によって、設置している特別
会計も違えば一般会計の範囲も
異なることから、普通会計とい
う各地方公共団体共通の基準に
よる統計上の会計区分を設定し
て、各地方公共団体間の財政比
較が可能となるようにしてある。
市では一般会計と学校給食事

業特別会計がこれに当たり、会
計間の重複などを調整してまと
めている。

⑤ラスパイレス指数
地方公務員と国家公務員との

給与水準を、国家公務員の構成
を基準として、職種毎に学歴別、
経験年数別に平均給料月額を比
較し、国家公務員の給与を１００
とした場合の地方公務員の給与
水準を示したもの。

用語解説

お
金
の
使
い
道
（
歳
出
）
を

見
て
み
よ
う

◎
義
務
的
経
費

義
務
的
経
費
と
投
資
的
経
費

【グラフ④】歳出（性質別）の推移（普通会計（３㌻用語解説④参照））

【グラフ③】特別会計歳出決算額の推移 

【グラフ②】会計別歳出決算額の推移
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●
人
件
費
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扶
助
費
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多
く
の
投
資
が
衛
生
、
公
営
住
宅
、
教

育
に
！
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⑥一時借入金
年度中の支払資金の不足を
臨時に賄う回転資金で、借り
た年度中に返済するもの。

⑦地方交付税
本来地方税として集められ
るべき税の一部を国が地方に
代わって徴収し、地方が等し
く、かつ、適切な水準で自主
的に行政サービスを行うため
に必要な経費を、地方に配分
している税であり、地方の固
有財源。

⑧臨時財政対策債
地方の財源不足を補てんす
るため特例的に認められる地
方債。従来はこの財源不足額
を補てんするため、交付税特
別会計で借り入れを行い、地
方交付税として地方に配分し
てきたが、平成１３年度より地
方が直接借り入れる方式に改
められ、この元利償還金は、
その全額が後年度交付税措置
されることとなった。

用語解説
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１２０.０
（億円）

１００.０

８０.０

６０.０

４０.０

２０.０

０.０
H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

３７.６３７.６

１.０１.０

１９.０１９.０

５３.０５３.０

１.６１.６

２１.６２１.６

８８.８８８.８

１.５１.５

９.９９.９

６３.２６３.２

１.５１.５
７.０７.０

４４.８４４.８

０.９０.９

１.８１.８

３６.８３６.８

０.６０.６

２９.１２９.１

０.２０.２

１３.９１３.９

５２.８５２.８

０.１０.１
９.６９.６

２０.９２０.９

１２.２１２.２

１５.０１５.０

３２.１３２.１

受託事業

道営事業負担金

普通建設事業

９０.０

８０.０

７０.０

６０.０

５０.０

４０.０

３０.０

２０.０

１０.０

（億円）

０.０
H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

１.２１.２

０.９０.９

５.４５.４
３.９３.９

３.６３.６

１.０１.０

１.０１.０
８.２８.２

１８.５１８.５

１０.０１０.０

０.４０.４

１９.１１９.１

４.８４.８

５.４５.４

９.６９.６

８.８８.８
１.４１.４
３.９３.９

１０.９１０.９

５.６５.６

９.３９.３

１０.４１０.４

０.６０.６

１３.６１３.６

８.０８.０

７.２７.２

１４.９１４.９

１.１１.１

２７.１２７.１

１５.４１５.４

４.２４.２
３.１３.１

１３.４１３.４

４６.９４６.９

１３.７１３.７

１０.２１０.２

３.５３.５

１４.５１４.５

１９.１１９.１

１４.１１４.１

２.５２.５
５.２５.２

１２.１１２.１

１３.８１３.８

６.８６.８

４.８４.８

１０.６１０.６

１.６１.６

５.５５.５

５.２５.２

公営住宅

教育

その他

道路・橋梁

衛生

◎
投
資
的
経
費

【グラフ⑤】投資的経費の推移

【グラフ⑥】分野別普通建設事業費の推移
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〜
市
税
・
地
方
交
付
税
・
市
債
〜

　

低
迷
す
る
景
気
に
よ
り
減
少
す
る
市
税
。

地
方
交
付
税
な
ど
の
三
位
一
体
の
改
革
の

影
響
が
…
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〜
市
債
残
高
と
基
金
〜

●
市
債
借
入
額
と
残
高
の
状
況
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▲クリンクルセンター

６０.０

（億円）

５０.０

４０.０

３０.０

２０.０

１０.０

０.０
H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

１７.４１７.４

４.６４.６
３５.３３５.３

３.０３.０

５８.８５８.８

３６.５３６.５

２１.３２１.３

０.７０.７

０.６０.６

２２.８２２.８

２.７２.７
０.６０.６

１６.３１６.３

６.２６.２

０.６０.６

３９.９３９.９

１１.３１１.３

０.６０.６

１２.５１２.５

７.７７.７

０.５０.５

７.８７.８

５.９５.９

０.６０.６

減税補てん債

臨時財政対策債

建設地方債
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ま
ち
の
歳
入
を
見
て
み
よ
う

ま
ち
の
借
金
と
貯
金
を
見
て
み
よ
う

【グラフ⑧】市債借入額の推移

１２０
（億円）

１００

８０

６０

４０

２０

０
H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

市税

地方
交付税

１０１.１１０１.１
１０６.６１０６.６ １０７.１１０７.１

１１２.６１１２.６ １１１.５１１１.５ １０９.１１０９.１ １０８.７１０８.７
１０２.８１０２.８ １０２.５１０２.５ １０３.２１０３.２

５５.０５５.０
５７.６５７.６

５４.４５４.４
５５.２５５.２ ５２.５５２.５

５３.２５３.２ ５３.２５３.２

５０.９５０.９ ５０.７５０.７ ５０.７５０.７

４６.１４６.１ ４９.０４９.０
５２.７５２.７ ５７.４５７.４ ５９.０５９.０ ５５.９５５.９ ５５.５５５.５ ５１.９５１.９ ５１.８５１.８ ５２.５５２.５

【グラフ⑦】市税、地方交付税決算額の推移
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●
見
え
な
い
借
金

〜
登
別
市
土
地
開
発
公
社
の
長
期
債
務
〜
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な
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１８.０
（億円）

１２.０

１４.０

１６.０

１０.０

８.０

６.０

４.０

２.０

０.０
H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

５.０５.０

８.０８.０

０.１０.１

５.０５.０

８.３８.３

０.４０.４

５.６５.６

７.７７.７

０.４０.４

５.１５.１

８.２８.２

０.４０.４

５.６５.６

０.４０.４

５.１５.１

４.９４.９

５.４５.４

２.４２.４

７.８７.８

４.３４.３

２.５２.５

７.８７.８

３.５３.５

４.６４.６

７.８７.８

５.６５.６

４.６４.６

８.７８.７

３.０３.０

４.７４.７

財政調整基金 減債基金 備荒資金

三
位
一
体
の
改
革

債務額区　分

３０７億２千万円普 通 会 計

１９１億円特 別 会 計

５７億１千万円企 業 会 計

２億９千万円債 務 負 担 行 為

３１億７千万円土 地 開 発 公 社

【グラフ⑩】財政調整として活用できる主な基金等の推移

３５０.０
（億円）

２５０.０

３００.０

２００.０

１５０.０

１００.０

５０.０

０.０
H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

１６８.２１６８.２
１９２.５１９２.５

２４１.９２４１.９ ２６５.０２６５.０ ２７３.４２７３.４ ２８１.２２８１.２

２.７２.７

２７８.８２７８.８

８.９８.９

２８８.７２８８.７

２７.９２７.９

２９７.９２９７.９

２０.２２０.２

２７３.６２７３.６

３３.６３３.６臨時財政対策債

一般債

【グラフ⑨】市債残高の推移（普通会計）

市が返済しなければならない債務の総額
（平成１７年度）
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特集　登別市財政公表
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⑨財政調整基金
地方公共団体において、年度

間の財源の不均衡を調整するた
めに積み立てられた貯金。

⑩減債基金
市債の償還を計画的に行うた

めに積み立てられた貯金。

⑪国庫補助負担金
国庫負担金と国庫補助金があ

り、国庫負担金は法令に基づい
て国に支出を義務付けているも
の、国庫補助金は地方公共団体
に対して特定の事業を奨励する
際に支出されるもの。

用語解説 �
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【資料１】
三位一体の改革（平成１６年度
～１８年度）の内容
�国庫補助負担金の改革…国か
ら地方への国庫補助負担金を
約４兆７千億円削減
�税源移譲を含む税源配分の見
直し…所得税から個人住民税
への３兆円規模の税源移譲を
実施（平成１９年分所得税、平
成１９年度個人住民税から）

�地方交付税改革…地方交付税
と臨時財政対策債の総額の抑
制（平成１６年度～１８年度５兆
１千億円削減）

三位一体の改革の登別市への
影響額（推計）
�国庫補助負担金の改革…約５
億３千万円削減
�税源移譲を含む税源配分の見
直し…約４億７千万円税源移
譲
�地方交付税改革…約６億４千
万円削減

※このうち、税源移譲額は、平
成１８年度までは所得譲与税と
して市に交付され、平成１９年
度からは個人住民税（所得割）
の増額という形で移譲されま
す（所得税は下がることにな
ります）。

財
政
の
健
全
化
に
向
け
て

財政グループ
�◯８５ １３３１　�◯８５ １１０８
Ｅメール：fin@city.nobori
betsu.hokkaido.jp

市の財政に関する
問い合わせは

平成１８年度各会計予算執行状況（平成１８年９月３０日現在）

歳出歳入
現行予算額補正額当初予算額会計名 執行率

（％）支出済額収入率
（％）収入済額

３４．７％６８億７，８０９万円４５．６％９０億４，２４１万円１９８億４，２２１万円７，８２１万円１９７億６，４００万円一 般 会 計

３７．８％２４億１，８５３万円３２．８％２０億９，９００万円６３億９，５２４万円２億７，１６４万円６１億２，３６０万円国民健康保険特
別 会 計

特

別

会

計

４０．０％１億３，３７３万円２０．９％６，９７８万円３億３，４２０万円３億３，４２０万円学校給食事業特
別 会 計

３３．９％１０億９，２５９万円１５．２％４億９，００７万円３２億２，７６０万円６，０５０万円３１億６，７１０万円公共下水道事業
特 別 会 計

４２．４％２８億６，５１１万円３９．６％２６億７，８３０万円６７億５，７０１万円２，００１万円６７億３，７００万円老 人 保 健
特 別 会 計

２０．６％８７６万円１５．０％６３８万円４，２６０万円４，２６０万円簡易水道事業特
別 会 計

３２．６％９億６，５４３万円３７．９％１１億２，２３３万円２９億６，１８９万円８，０８９万円２８億８，１００万円
介 護 保 険
特 別 会 計
（保険事業勘定）

０．０％０．０％１億１，６５９万円１億１，６５９万円
カルルス温泉ス
キー場事業特別
会 計

３６．３％１４３億６，２２４万円３９．２％１５５億８２６万円３９５億６，０７６万円５億１，１２６万円３９０億４，９５０万円合　 　 計

▲市民プール
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水道事業会計の財政公表
市は、安全な水道水の安定供給を図るため、皆さんが納付する水道料
金などを財源として、毎年度、計画的に水道施設の整備を行っています。
今月号では、平成１８年度の予算執行状況などをお知らせします。

『収益的収支』と『資本的収支』

��������	
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����������	
�����
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����

��������	
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���������	
���
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���������	
������

�����

平成18年度の予算執行状況
（平成18年９月30日現在）
【収益的収支】
��������	
������

��������	
���������

��������	
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��������	
�������

��������	
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【資本的収支】
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���������
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��������	
�������

���������	
������

���������������	
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企業債の状況（各年度末）
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支　　　　　　　　出収　　　　　　　　入

執行率
（％）支出済額予算額科　　目収入率

（％）収入済額予算額科　　目

４４．６７３，０７３１６３，８００受 水 費４９．８４１９，４２３８４２，６２０水 道 料 金

４８．１５７，４９６１１９，６４８人 件 費５５．４１７，０７５３０，８３３受託工事収益

４９．６８１，１６９１６３，５１１支 払 利 息４２．９１０，９３１２５，４６７その他営業収益

０．００２８４，１９０減価償却費０．００２６０営業外収益

０．００１９，５２１資産減耗費０．００２特 別 利 益

２８．８４２，１３５１４６，０９９維持管理費

２８．３２５３，８７３８９６，７６９計４９．８４４７，４２９８９９，１８２計

【表１】収益的収入と支出

支　　　　　　　　出収　　　　　　　　入

執行率
（％）支出済額予算額科　　目収入率

（％）収入済額予算額科　　目

１７．５４１，６６３２３７，８６２工事請負費３．９５，４００１３７，０００企 業 債

５２．１１０８，１５０２０７，４７６企業債償還金１．１２５７２３，０００工事負担金

４６．６１５，９４０３４，２０２人 件 費

６．１３，２６９５３，５８１量水器購入費

９．８６７８６，９５０修 繕 費

６．０７５０１２，５００委 託 料

８．８１，３９９１５，８４４その他経費

３０．２１７１，８４９５６８，４１５計３．５５，６５７１６０，０００計

【表２】資本的収入と支出

【グラフ１】企業債の状況（各年度末残高）

０

１,０００,０００

２,０００,０００

３,０００,０００

４,０００,０００

５,０００,０００

６,０００,０００

７,０００,０００

８,０００,０００

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

５,００５,７９４５,００５,７９４ ５,３５９,８８６５,３５９,８８６ ５,６５８,５１８５,６５８,５１８ ５,７６０,６７０５,７６０,６７０ ５,７１３,７３１５,７１３,７３１

１,９９８,９６３１,９９８,９６３
１,９３２,８４９１,９３２,８４９

１,８８０,１８４１,８８０,１８４ １,８０５,５２５１,８０５,５２５ １,６８５,７３６１,６８５,７３６

７,００４,７５７７,００４,７５７

（千円）

７,２９２,７３５７,２９２,７３５ ７,５３８,７０２７,５３８,７０２ ７,５６６,１９５７,５６６,１９５ ７,３９９,４６７７,３９９,４６７

元金

利子

（単位：千円）

（単位：千円）
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企業債償還元金と減価償却費のバランス
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給水量と給水戸数の状況

◎給水の状況
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◎給水戸数の状況
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水道料金の納入方法

◆納入通知書による納入
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◆口座振替による納入
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◆口座振替申込方法
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問問問問問問問問問問問問問問問問 いいいいいいいいいいいいいいいい 合合合合合合合合合合合合合合合合 わわわわわわわわわわわわわわわわ せせせせせせせせせせせせせせせせ問い合わせ

水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道ググググググググググググルルルルルルルルルルルルーーーーーーーーーーーーププププププププププププ水道グループ
�����������������◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯８８８８８８８８８８８８８８８８５５５５５５５５５５５５５５５５８５ ５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５００００００００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１５５０１　�����������������◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯８８８８８８８８８８８８８８８８５５５５５５５５５５５５５５５５８５ ５５５５５５５５５５５５５５５５８８８８８８８８８８８８８８８８００００００００００００００００５５５５５５５５５５５５５５５５５８０５
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平成１７年度平成１６年度平成１５年度平成１４年度平成１３年度

用途区分 年　間
給水量
　　（�）

給水
戸数
　（戸）

年　間
給水量
　　（�）

給水
戸数
　（戸）

年　間
給水量
　　（�）

給水
戸数
　（戸）

年　間
給水量
　　（�）

給水
戸数
　（戸）

年　間
給水量
　　（�）

給水
戸数
　（戸）

３，４６２，９９７２０，４６０３，４９９，４７１２０，３５４３，４６５，１５９２０，１０３３，４８５，６２５２０，１２３３，５０２，７２４１９，９９４家 事 用

９４４，３５６１，３２６９８５，６５１１，３２９９９３，６１３１，３０６９８７，８１１１，３２６１，０８８，５７５１，３０６家 事 用
以 外

３５，７９８３３９，９９１４４０，３８３４４２，４１３４５０，２１１４公衆浴場用

１，８２４４６４，２４９８７２，８９８８１４，４６８１４５２，３２４２７臨 時 用

４，４４４，９７５２１，８３５４，５２９，３６２２１，７７４４，５０２，０５３２１，４９４４，５２０，３１７２１，５９８４，６４３，８３４２１，３３１合　 　 計

１２，１７８１２，４０９１２，３０１１２，３８４１２，７２３１ 日 平 均
給 水 量

【表３】用途別給水戸数と年間給水量

９０.００３５０,０００

３００,０００

２５０,０００

２００,０００

１５０,０００

１００,０００

５０,０００

０

８０.００

７０.００

６０.００

５０.００

４０.００

３０.００

２０.００

１０.００

０.００
平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

８８,７７７８８,７７７
１０５,９０８１０５,９０８

１３４,３６８１３４,３６８
１５９,８４８１５９,８４８

２２６,５４０２２６,５４０

２８７,９９９２８７,９９９
２４２,７３３

２５８,６１６
２８０,７３０

７８.６６

５６.９４

５１.９６

４２.１９
３６.５７

２５１,０３６

企業債償還元金 減価償却費 比率

９８.０８５３,８００

５３,６００

５３,４００

５３,２００

５３,０００

５２,８００

５２,６００

５２,４００

５２,２００

５２,０００

９８.０７

９８.０６

９８.０５

９８.０４

９８.０３

９８.０２

９８.０１

９８.００

９７.９９
平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

５３,６８２

５３,５０８
５３,３５０

９８.０４

９８.０７

５２.９５１５２.９５１
９８.０３９８.０３

９８.０２９８.０２

９８.０３９８.０３

５２.６７２

給水人口 水道普及率

【グラフ２】企業債償還元金対減価償却費比率

【グラフ３】給水人口と水道普及率

水
道
事
業
会
計
の
財
政
公
表

水道料金滞納により給水を停止する場合
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（％）



保
証
人
が
い
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
が
で
き
な
い　

歳
以

１８

上
の
知
的
障
が
い
者
や
精
神
障
が
い
者
へ

の
必
要
な
調
整
や
家
主
な
ど
と
の
相
談
、

助
言
を
行
い
ま
す
。

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

西
い
ぶ
り
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

聴
覚
や
言
語
機
能
、
音
声
機
能
な
ど
の

障
が
い
に
よ
り
、
ほ
か
の
方
と
の
意
思
疎

通
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
に
、
手
話

通
訳
者
を
派
遣
し
ま
す
。

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

障
が
い
者
や
障
が
い
児
を
自
宅
で
介
護

し
て
い
る
方
が
、
病
気
や
就
労
な
ど
に
よ

り
一
時
的
に
介
護
が
で
き
な
い
場
合
、
障

が
い
者
な
ど
を
支
援
機
関
で
預
か
り
、
日

中
、
活
動
の
場
の
提
供
や
見
守
り
、
日
常

訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
（
宿
泊
は
で
き
ま

せ
ん
）
。

な
お
、
障
が
い
の
状
況
や
介
護
者
の
利

用
目
的
に
よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
利
用
料
の
１
割
（
収
入
に
よ
り

障
が
い
者
が
、
地
域
で
生
活
す
る
に
当

た
っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、

そ
の
相
談
内
容
に
応
じ
、
必
要
な
障
が
い

福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
情
報
提
供
、
助
言
を
行

い
ま
す
。
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�
� 地

域
生
活
支
援
事
業
と
は

地
域
生
活
支
援
事
業
と
は

◎
相
談
支
援
事
業

◎
相
談
支
援
事
業

◎
住
宅
入
居
等
支
援
事
業

◎
住
宅
入
居
等
支
援
事
業

◎◎
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業

◎
日
中
一
時
支
援
事
業

◎
日
中
一
時
支
援
事
業

地域生活支援事業地域生活支援事業

障がい者の自立を応援する
体制が整いました
障がい者の自立を応援する
体制が整いました

障害者自立支援法が平成１８年４月１日に施行され、
どの障がい者も自立した日常生活や社会生活を営む
ための、必要な障がい福祉サービスの提供を受けら
れるようになりました。
今月号では、１０月１日からサービスの提供が始ま
った『地域生活支援事業』のサービスの内容につい
てお知らせします。

▲西いぶり地域生活支援センター

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

西
い
ぶ
り
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

地
域
生
活
支
援
事
業
の
内
容

地
域
生
活
支
援
事
業
の
内
容

10
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身
体
障
が
い
者
更
生
援
護
施
設
を
利
用

（
入
所
や
通
所
）
し
て
い
る
方
に
、
更
生

訓
練
に
係
る
経
費
の
給
付
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
就
職
な
ど
に
よ
り
、
身
体
障
が

い
者
更
生
援
護
施
設
か
ら
自
立
す
る
方
に
、

就
職
支
度
金
の
給
付
を
行
い
ま
す
。

受
付
窓
口

利
用
さ
れ
て
い
る
施
設

心
身
の
障
が
い
に
よ
り
、
屋
外
で
の
移

動
が
困
難
な
方
に
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
ま

す
。な

お
、
障
が
い
の
状
況
や
外
出
（
飲
食

や
通
勤
な
ど
）
の
目
的
に
よ
り
、
派
遣
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
利
用
料
の
１
割
（
収
入
に
よ
り

上
限
額
あ
り
ま
す
）
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

寝
た
き
り
で
自
宅
で
の
入
浴
が
で
き
な

い
身
体
障
が
い
者
や
障
が
い
児
の
世
帯
を

訪
問
し
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
障
が
い
の
状
況
や
家
庭
環
境
に

よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
利
用
料
の
１
割
（
収
入
に
よ
り

上
限
額
あ
り
ま
す
）
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

在
宅
の
重
度
障
が
い
者
や
障
が
い
児
に
、

特
殊
寝
台
や
訓
練
い
す
、
ス
ト
マ
用
装
具
、

居
宅
生
活
動
作
補
助
用
具
な
ど
の
日
常
生

活
用
具
を
支
給
し
ま
す
。

な
お
、
障
が
い
の
状
況
に
よ
り
支
給
す

る
日
常
生
活
用
具
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

障
が
い
者
や
障
が
い
児
の
社
会
参
加
な

ど
を
促
進
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
へ
の

支
援
、
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
指
導
員
の
養
成
、
手
話
通
訳
者

の
養
成
な
ど
を
行
い
ま
す
。

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

◎
移
動
支
援
事
業

◎
移
動
支
援
事
業

◎
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業

◎
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業

◎◎
日
常
生
活
用
具
給
付
等
支
援
事
業

日
常
生
活
用
具
給
付
等
支
援
事
業

◎
更
生
訓
練
費
給
付
及
び
施
設

◎
更
生
訓
練
費
給
付
及
び
施
設

入
所
者
就
職
支
度
金
支
給
事
業

入
所
者
就
職
支
度
金
支
給
事
業

◎
社
会
参
加
等
促
進
事
業

◎
社
会
参
加
等
促
進
事
業

問い合わせ
高齢・介護・障害
福 祉 グ ル ー プ
（�◯８５ ３７３２）

西 い ぶ り 地 域
生活支援センター
（�◯８６ ０７０７）

平成１６年４月に開館した『西いぶり地域生活支援センター』は、精神障がい者の社会復帰施設として活
動を開始しましたが、障害者自立支援法が施行され、この１０月１日からすべての障がい者を対象とした相
談支援事業所として生まれ変わりました。
◎受け付けしている相談　対人関係に関すること、障がいに関すること、日常生活に関すること、障がい
福祉サービスに関することなど。
◎相談の対象者　障がいのある方やその家族、障がい者の地域生活にかかわりのある方など。
◎利用時間
�月～金曜日　５月～９月　８時３０分～１９時、１０月～４月　８時３０分～１７時
�土曜日　８時３０分～１２時
※電話での相談は、２４時間受け付けしていますが、事前に同センターへの登録が必要です。
◎定休日　日曜日、祝日、１２月３１日～１月３日
◎所在地　美園町２丁目２３－１

西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーののののののののののののののののののののののののののののの紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介西いぶり地域生活支援センターの紹介

コンビニ

道道上登別室蘭線

至幌別→←至室蘭

若草小学校西いぶり地域生活
支援センター

鷲別公民館

JR室蘭本線

ま
た
、
利
用
料
の
１
割
（
収
入
に
よ
り

上
限
額
あ
り
ま
す
）
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

上
限
額
あ
り
ま
す
）
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。

受
付
窓
口

高
齢
・
介
護
・
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

▲西いぶり地域生活支援センター
のロビー
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大
き
く
変
わ
り
ま
す

大
き
く
変
わ
り
ま
す

平
成
１９
年
度
か
ら

平
成
１９
年
度
か
ら

『
地
方
で
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
』
と
い
う
方
針
の
も
と
進
め
ら

れ
て
い
る 
三  
位  
一  
体 
の
改
革
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体

さ
ん 

み 

い
っ 

た
い

（
都
道
府
県
・
市
町
村
）
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
効
果
的
に
行
え

る
よ
う
、
国
か
ら
地
方
へ
の
『
税
源
移
譲
』
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

今
月
号
で
は
、
税
源
移
譲
の
対
象
と
な
る
個
人
住
民
税
（
市
・
道

民
税
）
の
税
率
や
定
率
減
税
の
廃
止
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
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①①①①①①①①①①①①①①①①①市市市市市市市市市市市市市市市市・・・・・・・・・・・・・・・・道道道道道道道道道道道道道道道道民民民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税税税のののののののののののののののの税税税税税税税税税税税税税税税税率率率率率率率率率率率率率率率率がががががががががががががががが一一一一一一一一一一一一一一一一律律律律律律律律律律律律律律律律１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００％％％％％％％％％％％％％％％％ににににににににににににににににななななななななななななななななりりりりりりりりりりりりりりりりまままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすす市・道民税の税率が一律１０％になります

②②②②②②②②②②②②②②②②定定定定定定定定定定定定定定定定率率率率率率率率率率率率率率率率減減減減減減減減減減減減減減減減税税税税税税税税税税税税税税税税がががががががががががががががが廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃止止止止止止止止止止止止止止止止さささささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれれれまままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすす②定率減税が廃止されます
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③③③③③③③③③③③③③③③③６６６６６６６６６６６６６６６６５５５５５５５５５５５５５５５５歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳以以以以以以以以以以以以以以以以上上上上上上上上上上上上上上上上のののののののののののののののの方方方方方方方方方方方方方方方方にににににににににににににににに対対対対対対対対対対対対対対対対すすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるる非非非非非非非非非非非非非非非非課課課課課課課課課課課課課課課課税税税税税税税税税税税税税税税税措措措措措措措措措措措措措措措措置置置置置置置置置置置置置置置置③６５歳以上の方に対する非課税措置
廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃止止止止止止止止止止止止止止止止にににににににににににににににに伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴うううううううううううううううう経経経経経経経経経経経経経経経経過過過過過過過過過過過過過過過過措措措措措措措措措措措措措措措措置置置置置置置置置置置置置置置置廃止に伴う経過措置

平成２０年度分平成１９年度分平成１８年度分区分

減額無し（全額課税）
市民税　３，０００円
道民税　１，０００円

税額の３分の１を減額
市民税　３，０００円→２，０００円
道民税　１，０００円→　６００円

税額の３分の２を減額
市民税　３，０００円→１，０００円
道民税　１，０００円→　３００円

均等割

減額無し（全額課税）税額の３分の１を減額税額の３分の２を減額所得割

増額分平成１９年度分
市・道民税額

平成１８年度分市・道民税額
〔定率（７．５％）減税後〕

８００円１万円９，２００円
２，３００円３万円２万７，７００円
３，８００円５万円４万６，２００円
７，５００円１０万円９万２，５００円

市・道民税：平成１８年度分（平成１８年６月分）から税
額の７.５％相当額を減額（２万円を限度）

市・道民税：平成１９年６月分から
定率減税を廃止

平成１８年 平成１９年以降

税源移譲

０円 ２００万円 ７００万円（課税標準額） ０円 （課税標準額）

税源移譲前
【平成１８年度分まで】

５％
１０％

１３％ １０％

【平成１９年度分から】

（市民税６％・道民税４％）

市・道民税の税率
税源移譲後

※課税標準額とは、収入金額（支払金額）から、その収入金額を得るための
必要経費を差し引き、残った金額から基礎控除や扶養控除、社会保険料控
除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことで、この課税標準額に税
率をかけたものが『税額』となります。

税源移譲税源移譲税源移譲

税源移譲前 税源移譲後

所得税

国

納税者
納
税

住民税

地方

納
税

所得税

国

納税者
納
税

住民税

地方

納
税

個々の納税者
の負担合計額
は同じ　　　

＝
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税務グループ（�◯８５ １１５５・�◯８５ １１０８）
Ｅメール：tax@city.noboribetsu.hokkaido.jp問い合わせ

※各ケースは、あくまで一例です。実際の税額は、
年齢や控除額などにより異なります。
※一定の社会保険料が控除されているものとして
計算しています。

※実際の負担増減額には、定率減税の廃止や個人
の収入の増減などによる税額の影響があります。

※各ケースの市・道民税の税額には均等割額が含
まれていません。

モモモモモモモモモモモモモモモモモモモモデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーススススススススススススススススススススモデルケース
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲にににににににににににににににににににによよよよよよよよよよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額のののののののののののののののののののの計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～税源移譲による税額の計算例～

給与所得者の方

年金受給者の方

【単身の場合】

税　源　移　譲　前給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

１８万８，５００円６万４，５００円１２万４，０００円３００万円

４２万１，０００円１６万３，０００円２５万８，０００円５００万円

税　源　移　譲　後給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

１８万８，５００円１２万６，５００円６万２，０００円３００万円

４２万１，０００円２６万　５００円１６万　５００円５００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【夫婦＋子ども２人の場合】

税　源　移　譲　前給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

９，０００円９，０００円０円３００万円

１９万５，０００円７万６，０００円１１万９，０００円５００万円

税　源　移　譲　後給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

９，０００円９，０００円０円３００万円

１９万５，０００円１３万５，５００円５万９，５００円５００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳未満（単身）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１４万２，３００円４万９，１００円９万３，２００円２５０万円

１９万３，０００円６万６，０００円１２万７，０００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１４万２，３００円９万５，７００円４万６，６００円２５０万円

１９万３，０００円１２万９，５００円６万３，５００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳未満（配偶者控除あり）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

８万７，８００円３万２，６００円５万５，２００円２５０万円

１３万８，５００円４万９，５００円８万９，０００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

８万７，８００円６万　２００円２万７，６００円２５０万円

１３万８，５００円９万４，０００円４万４，５００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳以上（単身）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１１万２，３００円３万９，１００円７万３，２００円２５０万円

１８万１，７００円６万２，２００円１１万９，５００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１１万２，３００円７万５，７００円３万６，６００円２５０万円

１８万１，７００円１２万２，０００円５万９，７００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳以上（配偶者控除あり）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

５万７，８００円２万２，６００円３万５，２００円２５０万円

１２万７，２００円４万５，７００円８万１，５００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

５万７，８００円４万　２００円１万７，６００円２５０万円

１２万７，２００円８万６，５００円４万　７００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

※子どものうち１人が特定扶養親族（１６～２２歳）に該当するものとして計算しています。
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図書館の仕事を楽しく体験 ～一日司書体験～ 
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～西胆振地域連携フォーラム～～西胆振地域連携フォーラム～

高齢者が安心して
暮らし続けられるまちに

～登別市高齢者を支えるネットワーク構築に
　向けての講演会～ 

西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆胆振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域はははははははははははははははははははははははははははははははははひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひとととととととととととととととととととととととととととととととととつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ西胆振地域はひとつ
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秋の日に、日ごろの成果を発表 ～第４２回市民文化祭のぼりべつ２００６～ 
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春になったら外に飾りたい

～平成１８年度地区懇談会～～平成１８年度地区懇談会～

～みどりの講習会
 『多肉植物の壁掛けづくり』～

よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりををををををををををををををををををををををををををををををををを目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指しししししししししししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててててててててててててててより良いまちづくりを目指して
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市
民
リ
ポ
ー
ト

木とふれあい、
木に学び、
木と生きる

市民リポーター

釧路市出身。現在、５歳
の息子を育てる主婦。ふ
ぉれすと鉱山で行われて
いる、さまざまな自然体
験プログラムに、親子で
積極的に参加している。

紺野由美子さ
ん

●こんの　ゆみこ
若草町在住。

ふぉれすと鉱山 木  育 プロジェクト
もく いく
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│
│
『
ふ
ぉ
れ
す
と
鉱
山
木
育
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
』
を
始
め
た
き
っ
か
け
や
ね
ら

い
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

遠
藤
さ
ん�
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�

木
育
を
通
し
て

豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む

松原　條一さん

 いま、ふぉれすと鉱山では、
鉱山地区の豊かな自然を活用した
 『森と木を使った子育て支援
 ネットワークづくり推進事業
 （ふぉれすと鉱山
 木育プロジェクト）』が行われ、
 子どもから大人まで、
 さまざまな方が参加しています。
 このプロジェクトに携わっ
 ている方を訪ね、そのねらいや、
取り組みについてリポートします。

│
│
『
ふ
ぉ
れ
す
と
鉱
山
木
育
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
』
で
は
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
展
開
し
て
い
ま
す
か
。

松
原
さ
ん�
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�
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木とふれあい、
木に学び、
木と生きる
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自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
で

子
ど
も
の
情
操
教
育
を

▲

▲

木のおもちゃや
遊具に子どもた
ちの人気が集ま
った『木と森の
あそび場』
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市
民
リ
ポ
ー
ト

市
民
リ
ポ
ー
ト

あ
な
た
も
市
民
リ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
、
市
内
の
話
題
や
ま
ち
の
動
き
な
ど
を
リ
ポ
ー
ト
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
平
成　

年
度

１９

市
民
リ
ポ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
の
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
情
報
推
進
グ
ル
ー
プ
（
�
◯８５
 

６
５
８
６
）
ま
で
。

│
│
わ
た
し
は
、
昨
年
か
ら
『
ふ
ぉ
れ

す
と
鉱
山
流
里
山
づ
く
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
ヂ
カ
タ
ビ
レ
ン
ジ
ャ
ー
」
』
に
参

加
し
て
い
ま
す
が
、
自
分
た
ち
の
森
を

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、

多
く
の
方
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。　

年
先
の
森
づ
く
り
と
い
う

１００

壮
大
な
計
画
の
き
っ
か
け
は
、
ど
ん
な

こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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さ
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年
先
の
森
づ
く
り
を

１００目
指
す
『
里
山
づ
く
り
』

森
の
変
化
を
多
く
の
方
に

見
て
ほ
し
い

│
│
『
ヂ
カ
タ
ビ
レ
ン
ジ
ャ
ー
』
に
は
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
幅
広
い
年
齢

の
方
が
参
加
し
て
い
る
の
は
す
ご
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら　

年
後

１００

に
向
け
て
、
来
年
ま
た
は
近
い
将
来
、

ど
の
よ
う
に
里
山
づ
く
り
を
進
め
て
い

く
の
で
し
ょ
う
か
。

松
原
さ
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▲ふぉれすと鉱山流里山づくりボランティア
『ヂカタビレンジャー』

▲小学生を対象に、鉱山町の調査・野外
活動を行う『ながぐつレンジャー』

遠藤　潤さん

▲３歳未満の乳幼児とその保護者を
対象に、自然体験を通して子育て
を支援する『森のサロン』

▲３歳～小学校入学前の幼児とその
保護者を対象に、森や川で、季節
感を取り入れた野外活動を行う
『もりのようちえん』
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在宅福祉ボランティア　とわの会

活動の中で、
交流の大切さを知りまし
た

Group仲 間 た ち

人が輝き　まちがときめく
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特
別
障
害
者
手
当
と

障
害
児
福
祉
手
当
の
紹
介
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齢
・
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窓

平成１８年度特別障害者手当､障害児福祉手当所得制限限度額表 

扶養義務者所得制限本人所得制限扶養親
族等の
人　数 所得額収入額所得額収入額

６，２８７，０００円８，３１９，０００円３，６０４，０００円５，１８０，０００円０

６，５３６，０００円８，５９６，０００円３，９８４，０００円５，６５６，０００円１

６，７４９，０００円８，８３２，０００円４，３６４，０００円６，１３２，０００円２

６，９６２，０００円９，０６９，０００円４，７４４，０００円６，６０４，０００円３

７，１７５，０００円９，３０６，０００円５，１２４，０００円７，０２７，０００円４

７，３８８，０００円９，５４２，０００円５，５０４，０００円７，４４９，０００円５
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   1 2 3 4 5 6
 7 8 9 １０ １１ １２ １３
 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
 ２８ ２９ ３０ ３１

１月
 日 月 火 水 木 金 土

       1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
  ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

１２月
 日 月 火 水 木 金 土

２４
３１

情報あらかると
くろーずあっぷ

●１９ 　登別市嘱託員を募集します

●２０ 　漏水調査にご協力ください

●２１ 　クリンクルセンターからのお知らせ

●２１ 　文化・スポーツ振興財団からのお知
らせ

●２２ 　除雪作業にご協力ください

●２２ 　水道の凍結にご用心！

●２３ 　子育て支援センターからのお知らせ

●２４ 　消防本部からのお知らせ

●２５ 　ご利用ください　　　　　　　　　
カルルス温泉サンライバスキー場

●２７ 　郷土資料館からのお知らせ

●２７ 　しんた２１からのお知らせ

●２８ 　年末年始の業務案内

●３０ 　わが家の味自慢　　　　　　　　　
第３０回つけものフェスティバル

●３０ 　平成１９年登別市成人祭

毎月のお知らせ

●２１ 　１月の粗大ごみ収集

●２６ 　１２月・年末年始の歯科救急医療

●２６ 　１２月の市立図書館行事

●２６ 　健康相談・診査

●２７ 　１月の集団予防接種

●２７ 　無料法律相談・くらしの無料相談

●２９ 　今月の新着図書

●２９ 　不用品ダイヤル市

『
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み
』

 

中
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一
日
行
政
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を

偶
数
月
に
開
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ま
す

登別市嘱託員を募集します

▼任用期間����������	��
����������������
��������	
������������������

▼試験月日������������

▼試験場所�������

▼試験方法�����

▼申込方法��������	
���������������
���������	
����������	
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▼申し込み・問い合わせ��������	
������������

応　募　要　件主　　な 
業務内容勤務地募集 

人数職　種
年　齢資　格

４４～
６２歳

普通運転免許を有し、２年以上運
転経験のある方（オートマチック
車を運転できる方）

市税全般の 
徴収業務

市役所 
本庁舎１人

徴収員
（税務グル
ープ）

勤　務　条　件

休　日給　料一日の勤務時間

土・日曜日、
祝日など

日額
６，４００円

�臨時職員の期間（平成１９年１月１日～３月３１日） 
　９時～１７時３０分

月額
１２５，５３０円

�嘱託員の期間（平成１９年４月１日～） 
①９時～１６時（月・水曜日）、②１１時～１７時（火・木
曜日）、③１０時４５分～１７時３０分（金曜日）
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文化・スポーツ振興財団
からのお知らせ

※リフト代は自己負担となります。

▼申し込み　１２月５日（火）～２７日（水）（土・日曜日を除
く）の９時から１７時までに電話で文化・スポーツ
振興財団

『第５１回 ＳＣ 室蘭地域大会』開催のため、１２月１０
スイミングクラブ

日（日）は市民プールの一般利用はできません。
ご理解をお願いします。

▼問い合わせ　市民プール

市民プールが利用できません

初心者スキー教室・
初心者スノーボード教室を開催します

▼日時・場所・対象・定員・参加料・持ち物

初心者スノーボード教室初心者スキー教室

１月１３日（土）・２０日（土）・２７日（土）　１０時～１５時日　時

カルルス温泉サンライバスキー場場　所

市内に居住または通勤す
る小学生以上の方

市内に居住または通勤す
る小学生以上で、リフト
の乗降ができる方

対　象

各２０人（申込順）定　員

中学生以下各２，０００円、高校生以上各３，０００円
（傷害保険料を含む）参加料

スノーボード用具一式、
帽子、ゴーグル、昼食な
ど

スキー用具一式、帽子、
ゴーグル、昼食など持ち物

申し込み・問い合わせ
文化・スポーツ振興財団（�◯８８ １１１６）

市民プール（�◯８５ ５５８８）

クリンクルセンター
からのお知らせ

冬のガーデニング講習会に参加しませんか
～大切な人に贈るクリスマスプレゼント～

▼日時　１２月２１日（木）　１３時３０分～１５時３０分

▼場所　クリンクルセンター市民ギャラリー

▼対象　市内に居住する方

▼内容　シクラメンやポインセチア、コニファーを
使ったクリスマスの寄せ植え作り

▼講師　 小  笠  原  春  一 さん（㈱丸勇小
お がさ わら はる いち

笠原緑化）

▼定員　２０人（申込順）

▼参加料　２，０００円（材料代）

▼持ち物　軍手、筆記用具

▼申し込み　１２月５日（火）から１２日（火）
までに電話で環境対策グループ
（クリンクルセンター内�◯８５ ２９
５８）

※このほかの地区の収集日は、『家庭ごみ収集カレン
ダー』に掲載しています。また、今後の『広報のぼ
りべつ』でもお知らせします。

粗大ごみの収集は、地域ごとに決められた年２回の収
集時期に、電話の申し込みにより行います。
粗大ごみを出すときは（１回につき５品まで）、１枚

１６０円のごみ処理券を購入の上、１品ごとにごみ処理券
を張ってください。

申込期間
（土・日曜日、祝日を除く）

収　集　日地　区　名

１２月１８日（月） 
 ～２９日（金）

１月８日（月） 
 ～１３日（土）鷲 別 町４～６丁目

１月５日（金） 
　　～１２日（金）

１月１５日（月） 
 ～２０日（土）登 別 東 町

１月９日（火） 
 ～１９日（金）

１月２２日（月） 
 ～２７日（土）大和町、栄町、若山町

１月１５日（月） 
 ～２６日（金）

１月２９日（月） 
 ～２月３日（土）新 川 町

1月の粗大ごみ収集

申し込み　申込期間の９時～１７時（土・日曜日、祝
日、１２月３０日（土）～１月４日（木）を除く）に電話で収集
委託業者（㈲登和清掃・�◯８８ ０２００）へお申し込
みください
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調理師就業届出受理事務取扱所

氏名・電話番号住　　所

 西  村  健  治 さん
にし むら けん じ

（�◯８４ ２１０１）
登別市登別温泉町１５４
登別グランドホテル

 岩  崎  三  夫 さん
いわ さき みつ お

（�◯４４ ８５５０）室蘭市中島町２丁目３２－４

 市  原  正  雄 さん
いち はら まさ お

（�◯４６ ２９９５）
室蘭市中島町３丁目２８－１７
板前料理いちはら

 立  里 
たち さと

 秀 
しゅう

 一 さん
いち

（�◯４３ １５１５）
室蘭市中島本町１丁目５－３０
ビア・キャビン

凍結時の連絡先　水道Ｇ（�◯８５ ５５１０）
※土・日曜日、祝日、夜間、年末年始は市役所
（�◯８５ ２１１１）

水道の凍結にご用心！
水道凍結の起こりやす
い季節になりました。
気温が氷点下になると、

日中でも水道が凍結する
ことがあります。
◎水道を凍結から守るには
�寒くなる前に正常に水落としができること
を確認する。

�床下の換気口を閉め、冷たい風を防ぐ。
�日中でも寒さの厳しいときや外出するとき
は、水を落とす。

◎水道が凍結したときは
蛇口の上から床板までの給水管にタオル
を巻き付け、全体が温まるようにお湯を少
しずつかけると、軽い凍結であれば水が出
ます（破裂する恐れがあるので、直接、熱
湯はかけないでください）。

◎水道凍結修理費用の負担
水道メーターから配水管側の凍結修理は
市が負担し、水道メーターから蛇口までは、
使用者の負担になります。

除雪作業にご協力ください
市は、委託した業者の

除雪車と、市が所有する
除雪車で除雪作業を行い
ます。
次のことについて、皆

さんのご協力をお願いし
ます。
◎路上駐車をしない

路上駐車があると、除雪作業ができません。また、道
路内に障害物（看板や車両の出入用の鉄板、木材など）
が放置されていると、除雪作業の妨げになり、効率的で
安全な除雪作業を行うことができません。

◎道路に雪を出さない
除雪された道路に雪を出すと、道幅が狭くなり、わだ

ちができやすいため、大変危険です。
◎除雪車に近づかない

除雪作業中の事故防止のため、除雪車には近寄らない
でください。

◎滑り止め用の砂、融雪剤の散布にご協力を
急な坂道には、滑り止め用の砂箱を設置しています。

散布と管理に皆さんのご協力をお願いします。

除雪や排雪についての問い合わせ
土木公園グループ（�◯８５ ３２６０）
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子育て支援センターからのお知らせ

申し込み・問い合わせ
中央子育て支援センター（�◯８１ ３７１５）
登別子育て支援センター（�◯８０ ２７７２）

移動子育て支援センターに　　　　　　
遊びに来ませんか
地域の子どもたちが遊んだり、保護者の皆さんが交流

したりする場として、子育て支援センターの職員が遊具
や絵本を持って出かけます。

▼日時　１２月１５日（金）　１０時～１２時

▼場所　若草放課後児童クラブ（若草小学校内）
※小学校裏よりお入りください。

▼対象　市内に居住する小学校入学前のお子さんとその
保護者

▼持ち物　上靴（子ども・保護者とも）
※直接会場にお越しください。
※車でお越しの方は、放課後児童クラブ玄関前（若草小
学校裏）の駐車場をご利用ください。

▼問い合わせ　中央子育て支援センター

『お父さんと遊ぼう』に参加しませんか
日ごろ仕事で忙しいお父さん、親子の触れ合

いを楽しみませんか。お気軽にご参加ください。

▼日時　１２月１６日（土）　１０時～１２時

▼場所　中央子育て支援センター（富士保育所横）

▼対象　市内に居住する小学校入学前のお子さんとその
お父さん

▼内容　絵本や遊具を使った自由遊びなど
※直接会場にお越しください。
※車でお越しの方は、駐車場をご利用ください。

▼問い合わせ　中央子育て支援センター

『あそびの広場』を開催します

▼開催日・対象

▼時間　１０時～１２時

▼場所　登別子育て支援センター（登別保育所内）

▼内容　手遊び、運動遊び、外遊びなど

▼定員　各１０組程度（申込順）
※初めて参加する親子を優先します。

▼申し込み　１２月１１日（月）～１５日（金）の９時から１７時までに
電話で登別子育て支援センター

２歳児グループ１歳児グループ区　分

１月２５日（木）から３月８
日（木）までの毎週木曜日

１月２３日（火）から３月６
日（火）までの毎週火曜日開催日

２歳６カ月～３歳６カ
月のお子さんとその保
護者

１歳６カ月～２歳５カ
月のお子さんとその保
護者

対　象
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定員訓練期間入学資格訓練科目

各科
１０人

２年
（昼間）

中学校卒業
以上の学力
のある方

木 造 建 築 科

建 築 板 金 科

建 築 塗 装 科

２年
（夜間）高校卒業程

度の学力の
ある方

建 築 設 計 科

１年
（夜間）

経 理 事 務 科

１９人ＯＡシステム科

※昼間…９時～１６時、夜間…１８時～２１時

年末年始の火災予防
������������������������	

�������

���������	
����������

��������	
������

��������	
�����������

��������	
������������

���������	
�

◎コンロのそばを離れるときは必ず火を消す。
◎石油ストーブは、完全に火が消えてから給油する。
◎ストーブに燃えやすいものを近づけない。
◎ライターやマッチはしっかりと管理し、子どもの
目に触れない場所に置く。

◎電気器具のタコ足配線はしない。
◎コンセントやプラグは定期的に清掃する。
◎家の周りは常に整理整頓し、燃えやすいものを置
かない。

◎物置や車庫などは施錠する。
◎寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。
◎外出するときや就寝時は、必ず戸締まりや火の元
を確かめる。

問い合わせ
消防本部総務グループ（�◯８５ ９６１１）

消防本部からのお知らせ

平成１８年度消防設備士講習を行います

▼月日��������������������

▼場所������������	
�����
��

▼講習区分�����������	
�����
�

▼受講申請書受付期限��������
��������	
���	
��	
��

��������	

平成１８年度消防設備士試験を行います

▼月日�������

▼試験地�����

▼試験種類��������
��������	
��

▼受験願書受付期間������������
��������	
���	���	����

��������
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受講料定員
（申込順）対象講習日コース

６，０００円３０人小・中
学生１月２日（火）

～４日（木）

正月
３日間
教室 ８，０００円１０人高校生

以上

８，０００円１５人小学生
以上

１月６日（土）
～２月１７日（土）

（土曜日全５回）

土曜
ｐｍ
教室

８，０００円１０人小・中
学生１月７日（日）

～２月１８日（日）
（日曜日全５回）

サンデー
スキー
教室 １万２，０００円１０人高校生

以上

カルルス温泉サンライバスキー場は、
１２月２３日（土）にオープンを予定していま
す。
ゲレンデは、初心者から上級者まで

楽しめます。ぜひご利用ください。

▼問い合わせ　カルルス温泉サンライ
バスキー場（�◯８４ ２８７２）
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今年で５年目になる建築
学科インテリアデザインコ
ースの学生によるクリスマ
スツリーの制作展示。平成
１６年から展示場所を学校内
から市内の公共施設に移し、
昨年は、しんた２１と市民プ
ールで市民の皆さんに楽し
んでいただきました。
今年は、１２月８日（金）ころ

に昨年と同じ場所で制作展
示する予定です。授業で習得したフラワーアレンジ
メントの技術を使った美しいクリスマスオブジェで
すので、ぜひご覧ください。

��������

１２月２日（土）・１６日（土）に体験入学を行います。高校
１～３年生が対象です。保護者の方のコースも用意
していますので、お気軽にご参加ください。

▼問い合わせ　入学広報室（�０１２０－６６６－９６５）

ご利用くださいご利用ください 
カルルス温泉カルルス温泉 
サンライバスキー場サンライバスキー場 
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受付時間対　　象クラス

１０：１５～

１０：３０

平成１８年５月生
まれで第２子目
以降のお子さん

ひ よ こ
く ら す

１２：４５～

１３：００

平成１８年５月生
まれで第１子目
の お 子 さ ん
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１２月・年末年始の歯科救急医療
住　　所・電話番号診 療 所 名日　時

室蘭市八丁平２丁目２７－１６
�◯４６ １１８２八丁平歯科医院

１２月３日（日）
９時～１１時 登別市中央町５丁目２２－１

�◯８５ ７６５１
な か が わ
歯 科 医 院

室蘭市日の出町２丁目１６－１１
�◯４３ ６６８６

サ イ ト ウ
歯 科 医 院１２月１０日（日）

９時～１１時 伊達市大町１１
�０１４２◯２３ ２１９８堅田歯科医院

室蘭市高砂町３丁目９－２０
�◯４５ ８４８４

柴田歯科高砂デ
ンタルオフィス

１２月１７日（日）
９時～１１時

室蘭市白鳥台５丁目３－４３
�◯５９ ５５６７白 鳥 台 歯 科１２月２３日（土）

９時～１１時

室蘭市高砂町５丁目１２－１５
�◯４６ ３４３４すずき歯科医院１２月２４日（日）

９時～１１時

登別市若草町２丁目１４－３
�◯８６ １８２０ヨ シ ダ 歯 科１２月３１日（日）

９時～１１時

登別市新川町４丁目１５－１０
�◯８８ ０８０９えばた歯科医院１月１日（月）

９時～１１時

登別市登別東町２丁目２７－１
�◯８３ １２７０かただ歯科医院１月２日（火）

９時～１１時

登別市富岸町２丁目１１－３
�◯８６ ００４８

く ど う 歯 科
ク リ ニ ッ ク

１月３日（水）
９時～１１時

　　　　室蘭歯科医師会（�◯４３ ３５２２）問　い
合わせ

12月の市立図書館行事12月の市立図書館行事

▼日時・場所・行事名

▼参加料　無料 
※『壁掛けツリー作り』は１２月８日（金）までに電話でお申し込
みください。

申 し 込 み 
問い合わせ 市立図書館（�◯８５ 4324）

行　　事　　名場　所日　　時

ＤＶＤ上映会鷲　別
公民館

１２月２日（土）
１０時３０分

読み語り『絵本劇場』

市　立
図書館

１２月２日（土）
１３時３０分

講演会『 三  浦  清  宏 文学への 誘 い』
み うら きよ ひろ いざな

（講師　 浅  野  清 さん）
あさ の きよし

１２月２日（土）
１５時

おはなしくれよん
『わらべうたと絵本の読み聞か
せ』

１２月１３日（水）
１０時３０分

壁掛けツリー作り
※定員２０人（申込順）

１２月１６日（土）
１０時３０分

おはなしぽけっと
『クリスマスの絵本の読み聞か
せ』

１２月２４日（日）
１０時３０分
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◎申し込み・問い合わせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民サービスグループ（�◯８５ １８５５）

無料法律相談
交通事故や金銭貸借、損害賠償、

離婚などの法律問題について、札
幌弁護士会室蘭支部の弁護士が相
談をお受けします。相談を希望す
る方は１２月２８日（木）までにお申し込
みください。
※裁判や調停中のもの、同じ方に
よる同一内容の相談はお受けで
きません。

◎鉄南ふれあいセンターでの相談

▼日時　１月２０日（土）　９時３０分～
１２時

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼担当弁護士　 星 　 三  郎 弁護士
ほし さぶ ろう

▼定員　６人（申込順）

◎弁護士事務所での相談

▼担当弁護士　 星 　 三  郎 弁護士
ほし さぶ ろう

▼定員　６人（申込順）
※相談日時は、市民サービスグル
ープにお問い合わせください。

くらしの無料相談
相続や遺言、各種契約などで官

公署に提出する書類について、北
海道行政書士会室蘭支部の行政書
士が、無料で相談をお受けします。

▼日時　１２月９日（土）、１月１３日（土）　
９時３０分～１２時

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼定員 各１０人（申込順）
※直接会場にお越しいただいても
相談できますが、できるだけ事
前にお申し込みください。

▼申し込み　１２月分は１２月８日（金）、
１月分は１月１２日（金）までに電話
でお申し込みください

郷土資料館からのお知らせ

▼場所��������	
���

▼対象��������	
����������
��	����
����

���������	
���������������������

▼申し込み����������������	�
�������
�����������������������������������

体験学習『冬休み工作教室』に参加しませんか

▼日時・内容・参加料・定員

定　員
（申込順）

参加料
（材料費）内　　　容日　時

１５人３００円
【本立て】
のこぎりや金づちを使って、
木製の本立てを作ります。

１月１１日（木）
１０時～１２時

３０人無料
【自然素材で自由工作】
木の実やぶどうのつたなどを
使い、自由に作ります。

１月１２日（金）
１０時～１２時

しんた２１からのお知らせ

【接種上の注意】
●通院中の方は接種してよいかを主治医と相談してください
●必ず母子健康手帳を持参してください
※予防接種は無料で受けられます。
※３月までの日程表は、接種場所やしんた２１で配布しています。

接種回数対　象日　時場　所種類

１回接種出生直後から
６カ月未満児

１月１２日（金）　１２：４５～１３：１５しんた２１
ＢＣＧ

１月２４日（水）　１２：４５～１３：１５鷲別公民館

１月～３月は、インフルエンザが流行する時季です。
最近は、鳥インフルエンザや新型のインフルエンザが話題になってい

ますが、現在のインフルエンザ予防接種では、これらの新種のウイルス
に十分な効果が期待できません。
インフルエンザ全般の予防には、次の方法

が効果的です。
�外出のあとは、必ず手洗いやうがいをする。
�十分な栄養と睡眠をとる。

依然、全種類の血液が不足しています。より
多くの皆さんのご協力をお願いします。

▼日時・場所

献血にご協力ください

インフルエンザを予防しましょう

１月の集団予防接種

健康推進グループ
（しんた２１内�◯８５ ０１００）問い合わせ

場　所日　時

ポスフール
登別店

１２月２０日（水）
１０時～１３時、１４時１５分～１６時３０分
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年末年始の業務案内年末年始の業務案内

９
�

８
�

７
�

６
�

４・５
�・�

３１～
１/３
�～�

３０
�

１２/
２９
�

業務・問い合わせ

市の一般・窓口・各支所（※） （�◯８５ ２１１１）
地域情報センター『ＰｉＰ』 （�◯８１ ２１８２）
クリンクルセンター研修室・市民見学コース・
市民ギャラリー・再生品展示室 （�◯８５ ２９５８）
市民プール （�◯８５ ５５８８）
ふぉれすと鉱山 （�◯８５ ２５６９）
市民会館 （�◯８８ １１３９）
総合体育館 （�◯８５ ５５５２）
鷲別公民館 （�◯８６ ８８２３）
登別公民館 （登別支所�◯８３ １１３１）
登別温泉公民館 （登別温泉支所�◯８４ ２０６８）
登別温泉ふれあいセンター
 （登別温泉支所�◯８４ ２０６８）
各青少年会館 （社会教育グループ�◯８８ １１２９）
市立図書館 （�◯８５ ４３２４）
郷土資料館 （�◯８８ １３３９）
婦人センター （�◯８３ ３５１１）
労働福祉センター （�◯８５ ５０４４）
若草つどいセンター （�◯８６ １２０５）
老人福祉センター （�◯８８ １３０３）
鉄南ふれあいセンター （�◯８５ ２９６６）
各保育所・児童館 （子育てグループ�◯８５ ５６３４）
富岸児童クラブ （�◯８７ ００３４）
常盤児童クラブ （�◯８５ １８４０）
若草児童クラブ （�◯８６ ００１１）
青葉児童クラブ （�◯８８ ３００６）
幌別西児童クラブ （�◯８８ ３５７０）
中央子育て支援センター （�◯８１ ３７１５）
登別子育て支援センター （�◯８０ ２７７２）
のぞみ園 （�◯８５ ７７２１）
しんた２１各室貸館 （�◯８５ ０１００）
地域包括支援センターゆのか （�◯８８ ２１０６）

１２時
～

１２時
～

地域包括支援センターふれあい登別
 （�◯８３ ０５１１）
地域包括支援センターけいあい （�◯８２ ５００５）

　　　は休み。

市の業務は、年末年始に加え、土・日曜日、祝日が重なるため、１０日間（１２月３０日�～１月８日�）の休みと
なります。そのため、市民サービスの観点から、１月４日�に次の窓口業務（一部）を行います（室蘭信用金庫
市役所内派出所を含みます）。

▼時間　９時～１７時３０分（鷲別支所若草分室は、１０時～１６時）

2006　����　2007

1144（木）（木） 窓口業務（一部）を行います

主な業務内容グループ名・問い合わせ
①出生・婚姻の届け出、パスポート事務、外国人登録原票記載事項証明書の
交付業務など
②死亡・転入・転出の届け出、印鑑登録業務など
③住民票・印鑑登録証明書・戸籍（謄・抄本、附票）の交付業務など
※市民サービスグループは①～③、各支所は②・③、鷲別支所若草分室は③
の業務を行います。
※出生や死亡、婚姻など、戸籍に関する届け出は、休み期間中も市役所当直
室で受け付けします。

市民サービスグループ（�◯８５ １８５５）
登別温泉支所（�◯８４ ２０６８）
登別支所（�◯８３ １１３１）
鷲別支所（�◯８６ ６１１１）
鷲別支所若草分室（�◯８７ ２１２１）

所得証明書や納税証明書の交付業務など税務グループ（�◯８５ １１５５）

生活に関する相談業務など社会福祉グループ（�◯８５ １９１１・�◯８５ ２００８）

児童手当や児童扶養手当に関する業務など子育てグループ（�◯８５ ５６３４）

国民健康保険証や医療受給者証の交付、国民年金の各種申請など国保・年金グループ（�◯８５ １７７１）

介護保険や障がい者手帳に関する業務など高齢・介護・障害福祉グループ（�◯８５ ５７２０・�◯８５ ３７３２）

※１月４日�は、窓口業務（一部）を行います。

ごみ収集
ごみ収集は１２月３１日�から１月３日�まで

休みます。
１月４日�に『燃やせるごみ』の市内一斉
収集を行います。必ず８時までにごみステー
ションへ出してください。
１月５日�からは通常通り、各地域ごとの

収集を行います。
※休み期間中は、ごみステーションにごみを
出さないでください。

▼問い合わせ　環境対策グループ
　　（クリンクルセンター内�◯８５ ２９５８）

自己搬入ごみの受け入れ
クリンクルセンターは、市内の家庭や事業

所などから出た『燃やせるごみ』や『燃やせ
ないごみ』などの持ち込みを受け入れていま
す。
※必ず透明または半透明の袋に分別区分ごと
に分別して搬入してください。分別されて
いない場合、受け入れできないことがあり
ます。

▼受入時間　９時～１６時

▼ 手数料　１００㌔㌘まで５００円（１００㌔㌘を超
える場合は、１０㌔㌘ごとに５０円を加算）

▼問い合わせ　環境対策グループ
　　（クリンクルセンター内�◯８５ ２９５８）

し尿収集
し尿収集は、１２月３１日�から１月５日�ま
で休みます。
新年は、１月６日�から通常通り収集しま
す。
※年内に収集の必要な方は、１２月２０日�まで
にお申し込みください。

▼申し込み　㈱東洋興業（�◯８５ ２９３５）
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情報あらかると

情報推進グループ

�◯８５ 6586
�◯８５ 1108
Eメール:pr@city.
noboribetsu.hokkaido.jp

中
央
町
６
―　
１１

　楽しかったこと、
悲しかったこと、市
への疑問や意見・要
望などを情報推進グ
ループへ電話やはが
き、封書、ファクス、
電子メールでお寄せ
ください。なお、個
人や団体への中傷、
営利を目的としたお
話はご遠慮ください。
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パ
ソ
コ
ン
の
な
い
生
活
も

悪
く
な
い

不用品ダイヤル市 お申し込み・お問い合わせは
登別消費者協会（　　８３０７）８５

んほ
今月の新着図書
市立図書館
��4 3 2 4

※図書館では、毎月購入している本の全リスト
を差し上げています。ご利用ください。

このほかに新しく入った本
◇ 円  朝 ざんまい 

えん ちょう

 森 　まゆみ 著
もり

◇私の老年前夜  長  塚 　 京  三  著
なが つか きょう ぞう

◇私はパリの老人病院実習生  川  田 　 靖  子  著
かわ だ やす こ

◇１２星座の恋物語  角  田  光  代 ・ 鏡 リュウジ 著
かく た みつ よ かがみ

◇ 福  沢  諭  吉 は謎だらけ。 
ふく ざわ ゆ きち

 清  水 　 義  範  著
し みず よし のり

◇どこゆく？団塊男　どうする！団塊女  吉  永 みち 子  著
よし なが こ

◇お世継ぎのつくりかた  鈴  木 　 理  生  著
すず き まさ お

◇ 司  馬 
し ば

 遼 
りょう

 太  郎 が発見した日本 
た ろう

 松  本 　 健  一  著
まつ もと けん いち

知ることより考えること

  池  田 　 晶  子 　著
いけ だ あき こ

インターネットなんかいらな
い。もし本当を知りたいのなら、
考えることだ…。ほんの少し
『自分』を変えてみるために役
立つ『哲学』を、日常の言葉で
やさしく語る。

●電動三輪車●自転車用補助いす●電動ミシン●ノートパソコン●ワープロ●車

いす（折りたたみ式）●野球用グローブ（大人右利き用）●スケート（１９㌢）●

チャイルドシート●三本糸ロックミシン●水槽（４５×９０×３０㌢）●三輪車（大人

用）●ＣＤ・ラジオデッキ（音声多重）●小学生用学習机●鋳物まきストーブ

●電子オルガン●ひな人形●ワープロ●パソコン用モニタ（１５�）●ノートパソ

コン（１２�）●パソコン用スキャナー●スキー板（１６５㌢）●スキー靴（２２．５㌢、

２５．５㌢）●ホッケー用スケート（２２．５㌢、２３㌢）●三輪車（３～５歳用）●スタ

ッドレスタイヤ（１６５－８０－Ｒ１３ホイル付き、１７５－７０－Ｒ１３ホイル付き）●スチ

ール本棚●ピアノ●ホームタンク（９０㍑）●水槽（長さ９０×奥行き４５㌢、６０×３０

×３０㌢、５０×２６×３６㌢）●ゴルフクラブ（左利き用アイアン９本）●剣道着（は

かま・防具一式、中・高生用）●足踏みミシン●ダブルベッド●木製ハイベッド

子どもが見ている背中

  野  田 　 正  彰 　著
の だ まさ あき

追いつめられ思考を停止する教師た
ち、感情を強制される子どもたち…。
『君が代』伴奏を拒否したことで処分
された教師の苦しみと抵抗の日々。教
師と子どもたちの生の声とともに、押
しつぶされる学校のいまを鋭く描く。

ゆずってください（買います）

 火～金曜日（祝日、１２月２８日�～１月５日�を除く）１０：００～１６：００
 ※お申し込みは、市内に居住する方が対象です。

注
意
し
た
い

暖
房
器
具
に
よ
る
火
災

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	

ゆずります（売ります）
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白老町 室蘭市 伊達市

この広報紙は再生紙を使用しています。

『アイヌ文化フェスティバル
２００６白老』にお越しください

イオル再生事業がスタートした白老
町で『アイヌ文化フェスティバル２００６
白老』が開催されます。この機会にア
イヌ文化を体感してみませんか。

▼日時　１２月９日（土）　１３時～１７時３０分

▼場所　白老コミュニティーセンター

▼内容　講演『縄文人の姿と暮らしを
今に受けつぐ』、実演『アイヌの伝
統工芸の技』、アイヌ食試食コーナ
ーなど

▼問い合わせ　アイヌ文化フェスティ
バル２００６白老実行委員会（白老町生
活環境課内�０１４４◯８２ ２２６５）

『大滝クロスカントリースキー
コース』がオープンします

大滝の大自然の中、整備された特設
コースで、クロスカントリースキーを
体験しませんか。一部のコースは、夜
間照明を備え、２１時まで楽しむことが
できます。

▼開放期間　１２月１７日（日）～平成１９年３
月３１日（土）

※降雪量が少ない場合は、オープンを
順延します。

▼場所　伊達市大滝総合運動公園

▼利用料　無料

▼問い合わせ　伊達市大滝教育事務所
　　　　　（�０１４２◯６８ ９３３３）

人のうごき（平成１８年１０月末日現在）／人口53,766（－16）　 世帯24,733（－3）（　）は前月比 

新年をみんなで祝おう
白鳥大橋カウントダウン

平成１９年の門出を花火などで祝いま
す。当日は豪華景品が当たる抽選会な
どを行います。

▼日時　１２月３１日（日）　２２時～

▼場所　白鳥大橋記念館『みたら』周
辺

▼抽選券　１枚５００円

▼抽選券販売所　室蘭観光協会（旧室
蘭駅舎内）、白鳥大橋記念館『みた
ら』

※当日、会場でも抽選券を販売します。

▼問い合わせ　及川さん
　（�０９０－３８９１－６８８９）

平成平成 19年

登別市成人登別市成人祭
平成 19年

登別市成人祭
各家庭の『おふくろの味』が勢ぞろいする登別の冬の

風物詩『つけものフェスティバル』に、自慢の一品を出
品しませんか。今回は、３０回を記念し、テレビでおなじ
みの 星  澤  幸  子 さん（料理研究家）の講演会も開催します。

ほし ざわ さち こ

▼日時　１月１２日（金）　９時４５分～１４時（講演会は１０時３０
分～１１時３０分）

▼場所　市民会館

▼内容　つけものコンクール、
漬物の試食、講演会、地場
産品の販売など

▼講演会入場料　２００円（１
人２枚まで購入できます）

▼入場券発売日時　１２月１１日
（月）　１０時～

▼入場券販売所　市民会館、鷲別公民館
◎つけものコンクール出品作の募集

▼部門　かす漬け、かすみそ漬け、魚漬け、ぬか漬け、
玄米漬け、アイデア漬け（材料、漬け方などのコメン
トを添えて提出）

▼出品の受付　１月１２日（金）９時までに、出品される方本
人が直接会場に持参してください

◎つけものコンクール審査員の募集

▼定員　各部門１人（申込順）

▼申し込み　１２月１１日（月）までに電話でお申し込みくださ
い

第３０回つけものフェスティバル第３０回つけものフェスティバル第３０回つけものフェスティバル
わが家の味自慢わが家の味自慢わが家の味自慢

第３０回つけものフェスティバル第３０回つけものフェスティバル
わが家の味自慢わが家の味自慢

星澤幸子さん

問い合わせ
社会教育グループ（�◯８８ １１５４）

１月７日（日）
１３時～（受け付け１２時～）

登別マリンパークニクス
（イルカショープール）
登別市に住民登録をしている昭和６１年４
月２日から昭和６２年４月１日までに生ま
れた方（ほかの市町村に転出している方
で出席を希望する方はご連絡ください）

※対象者には後日、案内状をお送りします。
※成人の日は１月第２月曜日ですが、登別市では、前日の日曜
日に成人祭を行っています。お間違えのないようご注意くだ
さい。

申し込み・問い合わせ
つけものフェスティバル実行委員会
（社会教育グループ内�◯８８ １１２９）
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